
愛知県の予防接種に関する取り組み

・ 接種間違いを防ぐ工夫

愛知県保健医療局感染症対策課

調整・ワクチングループ

令和７年度 第２回愛知県予防接種基礎講座



予防接種の間違いについて

予防接種健康被害救済制度について

最新の予防接種施策について（情報提供）

本日の内容



予防接種に関する法令等

定期接種実施要領

（厚生労働省通知）

予防接種法施行規則、予防接種実施規則

（厚生労働省令）

予防接種法施行令

予防接種法



予防接種の間違い事例の報告について

※「定期接種実施要領 第１総論 ２１予防接種の間違い」

重大な健康被害につながるおそれ

ないある

当該年度（毎年４月１日から翌年３月
31日までの間）に発生した間違いを取
りまとめの上、翌年度に報告する。

以下の内容を速やかに報告

①予防接種を実施した機関
②ワクチンの種類、メーカー、ロット番号
③予防接種を実施した年月日（間違い発生日）
④間違いに係る被接種者数
⑤間違いの概要と原因
⑥市町村長の講じた間違いへの対応
（公表の有無を含む。）
⑦健康被害発生の有無
（健康被害が発生した場合は、その内容）
⑧今後の再発防止策
⑨市町村担当者の連絡先

（電話番号、メールアドレス等）

用法用量の誤り
有効期限切れワクチン
血液感染を起こしうる場合 等

接種間隔の誤り など



本県における予防接種の間違い報告＜推移＞
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令和６年度予防接種の間違い報告＜全体＞

割合（％）件数（件）間違いの態様

54.7279接種間隔誤り

13.770不必要な接種

10.252期限切れワクチンの使用

4.523ワクチン間違い

2.714接種部位・投与方法誤り

2.211対象者誤認

1.47接種量誤り

0.21接種器具の不適切使用

0.21血液感染を起こしうる間違い

10.252その他

100510総計

割合（％）件数（件）ワクチンの種類

28.6146HPV
12.463MR
11.659日本脳炎

9.850ヒブ

8.041小児用肺炎球菌

5.327B型肝炎
4.724コロナ

3.719DPT-IPV-Hib
3.518水痘

3.116ロタウイルス

2.513インフルエンザ

2.010高齢者肺炎球菌

1.26DPT-IPV
1.05DT
1.05BCG
0.84帯状疱疹

0.42おたふく

0.42風しん

100510総計



令和６年度予防接種の間違い報告＜重大・軽微＞

割合（％）件数（件）間違いの態様

29.647期限切れワクチンの使用

27.744不必要な接種

8.814ワクチン間違い

8.213接種部位・投与方法誤り

6.310対象者誤認

3.86接種量誤り

2.54接種間隔誤り

0.61接種器具の不適切使用

0.61血液感染を起こしうる間違い

11.919その他

100159総計

割合（％）件数（件）間違いの態様

78.3275接種間隔誤り

7.426不必要な接種

2.69ワクチン間違い

1.45期限切れワクチンの使用

0.31対象者誤認

0.31摂取量誤り

0.31接種部位・投与方法誤り

9.433その他

100351総計

＜重大＞ ＜軽微＞



令和６年度予防接種の間違い報告＜重大・軽微＞

＜重大＞ ＜軽微＞

割合（％）件数（件）ワクチンの種類

27.043MR
18.229日本脳炎

14.523HPV
8.213DPT-IPV-Hib
8.213コロナ

7.512小児用肺炎球菌

4.47ロタウイルス

3.15ヒブ

2.54DT
2.54高齢者肺炎球菌

1.32B型肝炎
0.61DPT-IPV
0.61インフルエンザ

0.61BCG
0.61水痘

100159総計

割合（％）件数（件）ワクチンの種類

35.0123HPV
12.845ヒブ

8.530日本脳炎

8.329小児用肺炎球菌

7.125B型肝炎
5.720MR
4.817水痘

3.412インフルエンザ

3.111コロナ

2.69ロタウイルス

1.76成人用肺炎球菌

1.76DPT-IPV-Hib
1.45DPT-IPV
1.14BCG
1.14帯状疱疹

0.62風しん

0.62おたふく

0.31DT
100351総計



令和６年度予防接種の間違い報告＜接種間隔誤り＞

割合（％）件数（件）ワクチンの種類

23.1118HPV

8.443ヒブ

5.126日本脳炎

4.121B型肝炎

3.317MR

3.116水痘

2.915小児用肺炎球菌

1.68ロタウイルス

0.84DPT-IPV

0.84帯状疱疹

0.63DPT-IPV-Hib

0.42BCG

0.21高齢者肺炎球菌

0.21おたふく

55279総計



令和６年度予防接種の間違い報告＜接種間隔誤り＞

【再掲】接種時期別件数
件数
（件）

ワクチン
の種類

割合（％）
件数
（件）

接種間隔回数接種時期

7.69
（２価・４価）１月以上
（９価）初回接種15歳になるまで：５月以上

初回接種15歳になってから：1月以上
－2回目

118HPV

85.6101
（２価）２回目の注射から２月半以上
（４価）２回目の注射から３月以上
（９価）２回目の注射から３月以上

－3回目

6.88－－他・不明

4.7227日（20日）以上３回初回

43ヒブ 86.037初回接種終了後、７月以上１回追加

9.34－－他・不明



令和６年度予防接種の間違い報告＜接種間隔誤り＞

解釈間隔

ポイント：初日（接種日）を不算入で数える。＝中○○日あける・次の週の同じ
曜日以降

＜４月１日（月）に接種し、「６日以上」の間隔をおいて接種する場合＞
４月２日から数えて６日後の４月８日（月）から接種可
→接種間隔が「７ｎ－１」日となっている場合、ｎ週間後の同じ曜日に接種可

○○日以上

ポイント：暦に従って計算する＝月によって日数にばらつきがある。

＜４月１日に接種し、「６月以上」の間隔をおいて接種する場合＞
１０月１日の前日までで６月経過と考える＝１０月１日から接種可
（５月３１日接種の場合）１１月３０日で６月経過→１２月１日から接種可

○○月以上

ポイント：○○月後の月が何日まであるかで「半」の日数が変わる。
２８日→１４日 ２９日・３０日→１５日 ３１日→１６日

＜４月１日に接種し、「２月半以上」の間隔をおいて接種する場合＞
２月の間隔をおくと６月１日。６月は３０日まであるため「半」は１５日。

＝６月１日から１５日の間隔をおくと、６月１６日から接種可

○○月半以上



令和６年度予防接種の間違い報告＜不必要な接種＞

割合（％）件数（件）ワクチンの種類

3.719日本脳炎

2.211コロナ

2.010HPV

2.010インフルエンザ

0.84ヒブ

0.84DT

0.63MR

0.42B型肝炎

0.42小児用肺炎球菌

0.42ロタウイルス

0.21DPT-IPV

0.21DPT-IPV-Hib

0.21風しん

1470総計



令和６年度予防接種の間違い報告＜不必要な接種＞

母子手帳等により接種回数を確認！

（受付時・問診時のダブルチェック体制）

接種後の母子手帳とカルテへの記録

成人は、成人用の予防接種記録手帳の活用

を検討





予防接種の間違いを防ぐために

○予防接種による間違いを防ぐために（2025年４月改訂版）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001523756.pdf



予防接種健康被害救済制度の概要について

医療機関への依頼事項について

自治体への留意事項について

予防接種健康被害救済制度



予防接種健康被害救済制度の概要について

※ 厚生労働省リーフレット（抜粋）



予防接種健康被害救済制度の概要について

※ 厚生労働省リーフレット（抜粋）



予防接種健康被害救済制度の概要について

※ 厚生労働省リーフレット（抜粋）



予防接種健康被害救済制度の概要について

※ 厚生労働省リーフレット（抜粋）

被接種者経過概要

調査委員会報告書及び議事録

予診票

副反応疑い報告書（提出があった場合のみ） 等

行政機関が用意する書類（例：医療費・医療手当(コロナ)）



予防接種健康被害救済制度の概要について

新型コロナワクチン予防接種健康被害救済申請状況（愛知県）



医療機関への依頼事項について

• 患者様から、受診証明書等の作成の相談があった場

合には、必要な書類作成に御協力をお願いします。

• 受診証明書等については、患者様が申請に係る症状

又は疾病により医療機関を受診したことを示すもので

す。予防接種と健康被害の因果関係については、国に

おいて、審査・判断を行っており、因果関係の証明を医

療機関側に求めるものではありません。

• 診断書については、医師法において、正当な事由がな

ければ交付の求めを拒んではならないことが規定され

ています。（法第19条第２項）

受診証明書等の作成のお願い



医療機関への依頼事項について

予防接種法に基づく健康被害救済制度に関して留意いただきたい事項について
（令和７年７月７日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡）



• 救済を受けようとする方が適切に手続きを行うことができるよう、
住民及び医療機関等に対して、引き続き、制度の周知について
御配慮ください。

自治体への留意事項について

（１）制度の周知について



• 国通知に基づき、市町村長は、予防接種による健康被害の適正
かつ円滑な処理に資するため、本委員会を設置することとされて
います。

• 当該委員会においては、市町村長からの指示により、主として予
防接種による健康被害発生に際し、当該事例の疾病の状況及び
診療内容に関する資料収集等といった、当該事例に関する医学
的な見地からの調査を行うものとされており、当該委員会におい
て予防接種と健康被害の因果関係の判断は要していません。

• 迅速な救済が図れるよう、引き続き、遅滞ない進達に御協力をお
願いします。

自治体への留意事項について

（２）予防接種健康被害調査委員会について



• 情報セキュリティ対策を講じた上で、ＤＶＤ等の電子メディアや電

子メール送付等の電磁的方法の活用をお願いします。

• 国様式例に基づく、被接種者経過概要の作成をお願いします。

• 進達書類チェックリストの使用、及び進達書類は当該チェックリス

トの順番へ並び替えをお願いします。

自治体への留意事項について

（３）進達方法について

予防接種法に基づく健康被害救済制度における事務に当たって留意すべき事項について
（令和６年４月15日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡）



最新の予防接種施策について（デジタル化）



御清聴いただきましてありがとうございました。

引き続き、安心・安全な予防接種の実施に

御協力いただきますようお願い申し上げます。

愛知県保健医療局感染症対策課

調整・ワクチングループ

愛 知 県


